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令
和
２
年
度
理
事
会
議
事
録
概
要

１　

開
催
日
時　

令
和
２
年
６
月
24
日（
水
）　

午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分

２　

開
催
場
所　

当
協
会
１
階
講
堂

３　

出
席
理
事
数　

現
在
数
19
名
の
う
ち
出
席
15
名

４　

出
席
監
事
数　

現
在
数
２
名
の
う
ち
出
席
２
名

５　

議
長
の
氏
名　

酒
井
忠
久
会
長

６　

議
長
が
定
足
数
を
確
認
し
、
本
会
議
の
成
立
を
宣
言
し
ま
し
た
。

７　

議
案
の
審
議
と
議
決
の
結
果
等

第
１
号
議
案　

令
和
元
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算（
計
算
書
類
等
及
び
財
産
目
録
）に
つ
い
て

柴
原
専
務
理
事
及
び
事
務
局
か
ら
、
博
物
館
事
業
は
「
日
本
刀
の
見
方　

パ
ー
ト
１　

姿
」

展
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
種
企
画
展
を
開
催
し
、
１
年
間
で
４
４
，
２
９
９
名
の
来
館
者
が
あ

っ
た
こ
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
３
月
か
ら
博
物
館
が
休
館
し
、
そ

の
他
の
事
業
の
一
部
に
中
止
等
の
変
更
が
あ
っ
た
も
の
の
各
事
業
概
ね
予
定
通
り
実
施
し
た
こ

と
、
会
員
の
現
在
数
は
４
，
１
８
５
名
で
あ
り
、
引
き
続
き
若
年
層
の
会
員
を
含
め
会
員
獲
得

に
注
力
し
て
い
く
こ
と
な
ど
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
決
算
に
つ
い
て
は
、
審
査
事
業
に
お
い

て
２
年
毎
に
実
施
す
る
特
別
重
要
刀
剣
等
審
査
の
該
当
年
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
審

査
収
益
が
減
収
と
な
っ
た
こ
と
や
、
平
成
28
年
か
ら
３
年
間
募
集
し
ま
し
た
刀
剣
博
物
館
建
設

寄
付
金
等
に
関
す
る
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
田
口
監
事
か
ら
監
査
報
告
が
あ
り
、
大
久

保
監
事
と
と
も
に
６
月
22
日
に
監
査
を
行
い
、
事
業
報
告
並
び
に
計
算
書
類
等
及
び
財
産
目
録

は
適
法
、
適
正
に
作
成
さ
れ
、
そ
の
内
容
も
正
確
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
以
上
よ

り
、
第
１
号
議
案
は
異
議
な
く
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

第
２
号
議
案　

定
時
評
議
員
会
の
招
集
に
つ
い
て

柴
原
専
務
理
事
か
ら
資
料
に
基
づ
き
招
集
日
時
及
び
議
案
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
出
席
役

員
全
員
か
ら
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

第
３
号
議
案　

常
務
理
事
の
選
定
に
つ
い
て

酒
井
会
長
か
ら
業
務
執
行
上
常
務
理
事
１
名
増
員
の
提
案
が
あ
り
、
出
席
理
事
か
ら
酒
井
会

長
に
一
任
し
た
い
旨
発
言
が
あ
り
、
承
認
さ
れ
、
酒
井
会
長
か
ら
常
務
理
事
に
福
本
理
事
が
指

名
さ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
被
選
定
者
は
席
上
そ
の
就
任
を
承
諾
し
ま
し
た
。

８　

報
告
事
項

　

定
款
第
31
条
の
規
定
に
基
づ
き
業
務
執
行
理
事
の
業
務
報
告
他
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

令
和
２
年
度
定
時
評
議
員
会
議
事
録
概
要

１　

開
催
日
時　

令
和
２
年
７
月
13
日（
月
）　

午
後
１
時
30
分
～
２
時
15
分

２　

開
催
場
所　

当
協
会
１
階
講
堂

３　

出
席
評
議
員
数　

現
在
数
15
名
の
う
ち
出
席
９
名

４　

出
席
理
事
数　

４
名
（
評
議
員
会
運
営
規
則
第
２
条
第
２
項
に
よ
り
出
席
）

５　

出
席
監
事
数　

１
名
（
評
議
員
会
運
営
規
則
第
２
条
第
３
項
に
よ
り
出
席
）

６　

議
長
兼
議
事
録
作
成
者　

園
平
治
評
議
員
長

７　

議
長
が
定
足
数
を
確
認
し
、
本
会
議
の
成
立
を
宣
言
し
ま
し
た
。

８　

議
案
の
審
議
と
議
決
の
結
果
等

第
１
号
議
案　

令
和
元
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算（
計
算
書
類
等
及
び
財
産
目
録
）に
つ
い
て

柴
原
専
務
理
事
及
び
事
務
局
か
ら
、
博
物
館
事
業
は
「
日
本
刀
の
見
方　

パ
ー
ト
１　

姿
」

展
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
種
企
画
展
を
開
催
し
、
１
年
間
で
４
４
，
２
９
９
名
の
来
館
者
が
あ

っ
た
こ
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
３
月
か
ら
博
物
館
が
休
館
し
、
そ

の
他
の
事
業
の
一
部
に
中
止
等
の
変
更
が
あ
っ
た
も
の
の
各
事
業
概
ね
予
定
通
り
実
施
し
た
こ

と
、
会
員
の
現
在
数
は
４
，
１
８
５
名
で
あ
り
、
引
き
続
き
若
年
層
の
会
員
を
含
め
会
員
獲
得

に
注
力
し
て
い
く
こ
と
な
ど
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
決
算
に
つ
い
て
は
、
審
査
事
業
に
お
い

て
２
年
毎
に
実
施
す
る
特
別
重
要
刀
剣
等
審
査
の
該
当
年
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
審

査
収
益
が
減
収
と
な
っ
た
こ
と
や
、
平
成
28
年
か
ら
３
年
間
募
集
し
ま
し
た
刀
剣
博
物
館
建
設

寄
付
金
等
に
関
す
る
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
田
口
監
事
か
ら
監
査
報
告
が
あ
り
、
大
久

保
監
事
と
と
も
に
６
月
22
日
に
監
査
を
行
い
、
事
業
報
告
並
び
に
計
算
書
類
等
及
び
財
産
目
録

は
適
法
、
適
正
に
作
成
さ
れ
、
そ
の
内
容
も
正
確
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
以
上
よ

り
、
第
１
号
議
案
は
異
議
な
く
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

第
２
号
議
案　

評
議
員
の
選
任
に
つ
い
て

園
議
長
か
ら
、
定
款
の
定
め
に
よ
り
、
本
定
時
評
議
員
会
終
結
時
を
も
っ
て
評
議
員
の
全
員

が
任
期
満
了
と
な
る
た
め
改
選
の
必
要
が
あ
る
こ
と
及
び
評
議
員
の
選
任
は
評
議
員
会
に
て
行

う
旨
の
説
明
が
あ
り
、
理
事
会
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
候
補
者
名
簿
に
基
づ
き
各
候
補
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
審
議
願
い
た
い
と
の
発
言
が
あ
り
、
審
議
の
結
果
、
次
の
候
補
者
の
選
任
に
つ
い
て

出
席
評
議
員
全
員
か
ら
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

安
藤
幸
夫
、
宇
田
川
進
、
斉
藤
司
、
栁
川
清
次
、
渡
邉
妙
子
、
鈴
木
俊
一
、
田
形
勲
、
園
平

治
、
小
川
晃
、
坂
入
眞
之
、
田
代
文
雄
、
西
本
直
彦
、
藤
代
興
里
、
三
角
正
人
、
宮
入
法
廣

９　

報
告
事
項

　

業
務
執
行
理
事
の
業
務
報
告
他
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。


